
教育関係機関のみなさま

ワークルール出前授業 を活用 してみませんか？

「ブラック企業」､「過重労働」､「雇止め」･･･残念ながら、世の中では労働トラブルが後を絶ちません。

これから社会人として働き始める学生・生徒にとって、「ワークルール」の基礎知識は身を守る楯。

県内の各機関が学校等への「出前授業」を実施しています。ぜひ活用をご検討ください！

（R8.4 新潟県労働相談所）

やといど

特長 新潟労働局

労働関係法令の不知

によるトラブルの発生を

未然に防止するため、

労働法制の基礎知識

の周知を図るとともに、

労働相談の窓口につい

て紹介

ハローワーク

中学生・高校生を対象

に労働法制の基礎的

知識の周知を図るとと

もに、就職活動のノウハ

ウ等に関する職業講話

を実施。高校生へは社

会人としてのマナー等を

紹介する「社会人準備

セミナー」を実施

新潟県弁護士会

ワークルール授業をはじ

め、成年年齢引き下げ

や消費者トラブルへの対

応、模擬裁判など広く

対応します。また、新科

目「公共」の授業作りも

お手伝いします

新潟県社会保険

労務士会
「知っておきたい働くとき

の基礎知識~社会に出

る君たちへ~」(社労士

会連合会発行/全48)

をテキストとして、働く意

義やワークルール、社会

保障制度等を講義

新潟県労働委員会

労使紛争の解決に携

わる立場から、働く際の

基本的なルール、職場

で悩んだときの相談窓

口やトラブルの解決方

法等についてクイズを交

えてわかりやすく説明し

ます

新潟県労働相談所

労働に関する基本的な

ルールや、アルバイト・就

職にあたって知っておき

たいポイント、トラブルに

あった際の対処方法な

どについて、クイズ形式

で紹介。よくある相談事

例なども交えてお話しし

ます

主な

対象

主に大学生等 中学生・高校生 主に高校生 主に大学生等 高校生～大学生等 高校生～大学生等
（これからアルバイトを始める学

生や就職を控えた方など）

レベル 基礎（知る） 基礎（知る） 基礎（知る）～

応用（考える）

基礎（知る） 基礎（知る） 基礎（知る）

講師 新潟労働局職員

など

ハローワーク職員など 弁護士 社会保険労務士 労働委員会委員 新潟県職員

申込先 新潟労働局

雇用環境・均等室 

025-288-3501

最寄りのハローワーク 新潟県弁護士会

025-222-5533

新潟県社会保険

労務士会

025-250-7759

新潟県労働委員会

事務局総務課

025-280-5543

新潟県労働相談所

025-281-6110

※時期、地域等によっては、他機関を紹介させていただくこともございます。

1コマから 無料で 講師派遣
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